
　

（問）　これまで県は財政健全化の努力をしてきたのですか？

（答）　平成３年頃のいわゆるバブル崩壊を受け、県では国とともに景気浮揚を図
　　　るため、公共事業の大幅な追加を始めとする各種経済対策を実施してきまし
　　　た。また、この時期に平成１１年度のくまもと未来国体に向けた国体道路や
　　　陸上競技場（ＫＫウイング、パークドーム）の整備等を進め、その財源の多くを
　　　県債の追加発行や基金の取崩しで進めた結果、県債残高は１兆円を超える
　　　一方で、県の貯金とも言うべき財政調整用基金は、約５６億円となり、県財政
　　　は危機的な状況 になりました。

　　   　このため、県では平成１２年度に財政健全化計画を策定し、翌１３年度から
　　　公共事業の大幅な削減（単独投資は３年で35％減）や職員給与のカットなど
　　　財政健全化に向けた取組みを進め、予算の総額も平成１２年度をピークに大
　　　きく抑制してきました。

　　　　その結果、県財政は回復の兆しを見せていましたが、平成１５年度から始ま
　　　った国の三位一体の改革により地方交付税等が大幅に削減され、これまで
　　　の努力が吹き飛んでしまいました。
　　　   そのため、平成１７年２月には新たに行財政改革基本方針を策定し、職員
　　　数の削減や給与見直しなどの人件費の抑制、県出資団体等の見直し等、
　　　様々な取組みを進めてきました。

　　　    しかしながら、三位一体の改革による６００億円もの歳入減と高齢化の進展
　　  に伴う社会保障関係経費の増大等は、こうした行財政の取組みの効果を大き
       く上回っており、県財政を取り巻く環境は更に厳しさを増しています。

　

「行財政改革基本方針（平成１７年２月策定）」等に基づく取組み




